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入間市税条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義

務等） 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義

務等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月10日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の15様式又は第５号の15の

２様式若しくは施行規則第２条の６の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入書によ

り 納入しなければならない。 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月10日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の15様式又は      

       施行規則第２条の６の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入書によ

つて納入しなければならない。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第31項及

び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第34項の申

告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及び

その申告に係る税金又は同条第１項後段及び

第２項後段の規定により提出があつたものと

みなされる申告書に係る税金を施行規則第22

号の４様式又は第22号の４の２様式による納

付書により納付しなければならない。 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第31項及

び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第34項の申

告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及び

その申告に係る税金又は同条第１項後段及び

第２項後段の規定により提出があつたものと

みなされる申告書に係る税金を施行規則第22

号の４様式           による納

付書により納付しなければならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同

条第33項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税額に、当該税金に係る同条第１項、

第２項又は第31項の納期限（納期限の延長があ

つたときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

（申告書を提出した日（同条第35項の規定の適

用がある場合において、当該申告書がその提出

期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１月

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同

条第33項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税額に、当該税金に係る同条第１項、

第２項又は第31項の納期限（納期限の延長があ

つたときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

（申告書を提出した日（同条第35項の規定の適

用がある場合において、当該申告書がその提出

期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１月
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を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第22号の４様

式又は第22号の４の２様式による納付書によ

り納付しなければならない。 

を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第22号の４様

式           による納付書によ

り納付しなければならない。 

６～16 略 ６～16 略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の1

2の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに施行規則第22号の４様式又は第22号の

４の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の1

2の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに施行規則第22号の４様式      

     による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合には   、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項又は第31項の納期限

（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係

る不足税額がある場合には、同条第１項又は第

２項の納期限とし、納期限の延長があつた場合

には、その延長された納期限とする。第４項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項

の納期限までの期間又は当該納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については年

7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算して納付しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項又は第31項の納期限

（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係

る不足税額がある場合には、同条第１項又は第

２項の納期限とし、納期限の延長があつた場合

には、その延長された納期限とする。第４項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項

の納期限までの期間又は当該納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については年

7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算して納付しなけれ

ばならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造

たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計

数（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあつては同項の適用を受けよう

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造

たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計

数（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあつては同項の適用を受けよう
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とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次

条第１項の規定により控除を受けようとする

場合にあつては同項の適用を受けようとする

たばこ税額その他必要な事項を記載した施行

規則第34号の２様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規則第3

4号の２の５様式又は第34号の２の５の２様式

による納付書によつて納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第9

6条第３項に規定する書類及び次条第１項の返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第16号の５様式

による書類を添付しなければならない。 

とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次

条第１項の規定により控除を受けようとする

場合にあつては同項の適用を受けようとする

たばこ税額その他必要な事項を記載した施行

規則第34号の２様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規則第3

4号の２の５様式             

による納付書によつて納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第9

6条第３項に規定する書類及び次条第１項の返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第16号の５様式

による書類を添付しなければならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の納

期限（納期限の延長があつたときは、その延長

された納期限。第101条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年7.3

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の

２の５様式又は第34号の２の５の２様式によ

る納付書によつて納付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の納

期限（納期限の延長があつたときは、その延長

された納期限。第101条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年7.3

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の

２の５様式             によ

る納付書によつて納付しなければならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の告

知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申

告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金

額を、当該通知書の指定する期限までに、施行

規則第34号の２の５様式又は第34号の２の５

の２様式による納付書によつて納付しなけれ

ばならない。 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の告

知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申

告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金

額を、当該通知書の指定する期限までに、施行

規則第34号の２の５様式         

    による納付書によつて納付しなけれ

ばならない。 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税
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の課税の特例） の課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第36条の２第１項

の規定による申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第3

6条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第25条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。 

第８条 昭和57年度から令和６年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第36条の２第１項

の規定による申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第3

6条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第25条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（読替規定） （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２ま

で又は第63条    の規定の適用がある各年

度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又

は第349条の３の４から第349条の５まで」とあ

るのは、「若しくは第349条の３の４から第34

9条の５まで又は附則第15条から第15条の３の

２まで若しくは第63条    」とする。 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２ま

で、第63条又は第64条の規定の適用がある各年

度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又

は第349条の３の４から第349条の５まで」とあ

るのは、「若しくは第349条の３の４から第34

9条の５まで又は附則第15条から第15条の３の

２まで、第63条若しくは第64条」とする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第10条の２ 略 第10条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第15条第14項に規定する条例で定め

る割合は、５分の３（都市再生特別措置法（平

成14年法律第22号）第２条第５項に規定する特

定都市再生緊急整備地域における法附則第15

条第14項に規定する条例で定める割合は２分

の１）とする。 

３ 法附則第15条第15項に規定する条例で定め

る割合は、５分の３（都市再生特別措置法（平

成14年法律第22号）第２条第５項に規定する特

定都市再生緊急整備地域における法附則第15

条第15項に規定する条例で定める割合は２分

の１）とする。 

４ 法附則第15条第21項に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

４ 法附則第15条第22項に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第15条第22項第１号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第15条第23項第１号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 
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６ 法附則第15条第22項第２号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第15条第23項第２号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第15条第22項第３号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第15条第23項第３号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第15条第23項第１号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第15条第24項第１号に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第15条第23項第２号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第15条第24項第２号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

10 法附則第15条第25項第１号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

10 法附則第15条第26項第１号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第26項第１号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第26項第１号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

13 法附則第15条第25項第１号ニに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

13 法附則第15条第26項第１号ニに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

14 法附則第15条第25項第２号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

14 法附則第15条第26項第２号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

15 法附則第15条第26項第２号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第26項第２号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第３号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

17 法附則第15条第26項第３号イに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

18 法附則第15条第26項第３号ロに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

19 法附則第15条第26項第３号ハに規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合
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は、２分の１とする。 は、２分の１とする。 

20 法附則第15条第28項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

20 法附則第15条第29項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

21 法附則第15条第32項に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

21 法附則第15条第33項に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

22 法附則第15条第33項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

22 法附則第15条第34項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

23 法附則第15条第38項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

23 法附則第15条第39項に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

24 法附則第15条第42項に規定する条例で定め

る割合は、３分の１とする。 

24 法附則第15条第43項に規定する条例で定め

る割合は、３分の１とする。 

25 法附則第15条第43項に規定する条例で定め

る割合は４分の３とする。 

25 法附則第15条第44項に規定する条例で定め

る割合は４分の３とする。 

26 略 26 略 

 27 法附則第64条に規定する条例で定める割合

は、零とする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について地方税法等の一部を改正する

法律（令和５年法律第１号）第１条の規定によ

る改正前の法（以下「令和５年改正前の法」と

いう。）第349条の３の２の規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあつては、100分の2.5）を

乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について令和５年改正前の法第349条の

３又は附則第15条から第15条の３までの規定

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３の２     

                    

                    

            の規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあつては、100分の2.5）を

乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は     

   附則第15条から第15条の３までの規定
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の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整固

定資産税額とする。 

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整固

定資産税額とする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第15条の２の２ 法第451条第１項第１号（同条

第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の

ものに限る。以下この条において同じ。）に対

しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和

元年10月１日から令和３年12月31日までの間

（附則第15条の６第３項において「特定期間」

という。）に行われたときに限り、第80条第１

項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能

割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第15条の２の２ 略 第15条の２の３ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 略 第15条の６ 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用

のものに対する第81条の４（第２号に係る部分

に限る。）及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたと

きに限り、これらの規定中「100分の２」とあ

るのは、「100分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第444条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第444条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第８項までにおいて「初回車両番号
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指定」という。）を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 略 
 

指定」という。）を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 略 
 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和８年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 略 
 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度

分                   

 の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 略 
 

 

 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲

げる法第446条第１項第３号に規定するガソリ

ン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち三輪以上のものに対

する第82条の規定の適用については、当該ガソ

リン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） 3,900円 2,000円 

第２号ア（ウ）a 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

第２号ア（ウ）b 3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

 

 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲

げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に

対する第82条の規定の適用については、当該ガ
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ソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和

３年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） 3,900円 3,000円 

第２号ア（ウ）a 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第２号ア（ウ）b 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

 ５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲

げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用

のものに対する第82条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１

日から令和５年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 ６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲

げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗用のもの

を除く。）に対する第82条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令

和４年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける

三輪以上の法第446条第１項第３号に規定する

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車       



資料２  

10/13 

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項におい

て「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の

乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の

適用については             

                    

                    

                、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和８

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、同条第２号ア(イ)中「3,900円」

とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)(a)中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。    

                    

                （営業用の

乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和４

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和５年度分        

            の軽自動車税の種

別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句    とする。   

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第82条の規定の適用について

は                   

                    

                    

          、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和７年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には 

、当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるの

は「3,000円」と、同号ア(ウ)(a)中「6,900円」

とあるのは「5,200円」とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和５年度分              

        の軽自動車税の種別割に限

り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句     とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２項

から第４項までの規定の適用を受ける三輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等（法附則第3

0条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定

等をいう。次項において同じ。）に基づき当該

判断をするものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２項

から第８項までの規定の適用を受ける三輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等（法附則第3

0条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定

等をいう。次項において同じ。）に基づき当該

判断をするものとする。 
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２ 略 ２ 略 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第3

1条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第3

1条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が法附則第34条の２第10

項の規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が法附則第34条の２第10

項の規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかつたものとみなす。 

３ 略 ３ 略 
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（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

第24条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関

係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律

第25号                 

          ）第５条第４項に規定す

る指定行事のうち、市長が指定するものの中止

若しくは延期又はその規模の縮小により生じ

た当該指定行事の入場料金、参加料金その他の

対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部

の放棄を同条第１項に規定する指定期間内に

した場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第60条第４項に規

定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314

条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出し

たものとみなして、第34条の７の規定を適用す

る。 

第24条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関

係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律

第25号。次条において「新型コロナウイルス感

染症特例法」という。）第５条第４項に規定す

る指定行事のうち、市長が指定するものの中止

若しくは延期又はその規模の縮小により生じ

た当該指定行事の入場料金、参加料金その他の

対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部

の放棄を同条第１項に規定する指定期間内に

した場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第60条第４項に規

定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314

条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出し

たものとみなして、第34条の７の規定を適用す

る。 

 

入間市都市計画税条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

２ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画

税について地方税法等の一部を改正する法律

（令和５年法律第１号）第１条の規定による改

正前の法（以下「令和５年改正前の法」という。）

第702条の３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

２ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画

税について法第702条の３         

                    

                    

      の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める率を乗じて



資料２  

13/13 

得た額。以下同じ。）に100分の５（商業地等

に係る令和４年度分の都市計画税にあつては、

100分の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令

和３年度分の都市計画税にあつては、前年度分

の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について令和５年改正

前の法第349条の３（第18項を除く。）又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税

額とする。 

得た額。以下同じ。）に100分の５（商業地等

に係る令和４年度分の都市計画税にあつては、

100分の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令

和３年度分の都市計画税にあつては、前年度分

の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３

        （第18項を除く。）又は附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額（以

下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超

える場合には、当該宅地等調整都市計画税額と

する。 

３～12 略 ３～12 略 

13 法附則第15条第１項、第10項、第13項から第

17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、

第31項から第35項まで、第38項、第39項若しく

は第43項、第15条の２第２項、第15条の３又は

第63条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第33項」と

あるのは「若しくは第33項又は附則第15条から

第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

13 法附則第15条第１項、第10項、第14項から第

18項まで、第20項、第21項、第25項、第28項、

第32項から第36項まで、第39項、第40項若しく

は第44項、第15条の２第２項、第15条の３又は

第63条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第33項」と

あるのは「若しくは第33項又は附則第15条から

第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

 


